
1 2012（平成24年）

1月
（睦月） JANUARY
1日・元日　9日・成人の日

確定拠出年金の掛金を企業が拠出する「企
業型」に、従業員本人の掛金拠出（企業拠出
への上乗せ）を本年１月１日から認めるも
の。拠出金額は所得控除の対象となります。
ただし、従業員本人の拠出金額は、その企業
型の拠出限度額の枠内、かつ、事業主拠出金
を超えない範囲内でなければなりません。

国　税／給与所得者の扶養控除等申告書の提出
本年最初の給与支払日の前日

国　税／報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出
1月31日

国　税／源泉徴収票の交付、提出 1月31日
国　税／12月分源泉所得税の納付（納期の特例を

受けている事業所は7〜12月分） 1月10日
上記の納期の特例適用者で、納期限の特例
に関する届出書を提出している場合 1月20日

国　税／11月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等） 1月31日

国　税／5月決算法人の中間申告 1月31日
国　税／2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 1月31日
地方税／固定資産税の償却資産に関する申告 1月31日
地方税／給与支払報告書の提出 1月31日
労　務／労働保険料の納付（第3期分） 1月31日

（労働保険事務組合委託の場合2月14日まで）

マッチング拠出

１ 月 の 税 務 と 労 務

ワンポイント

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
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所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
二
月
十

六
日
か
ら
三
月
十
五
日
と
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
申
告
義
務
の
あ
る

場
合
で
あ
り
、
申
告
義
務
が
な
い
還

付
申
告
（
医
療
費
控
除
等
が
あ
る
場

合
）
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
一
月

よ
り
取
り
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
度
の
税
制
改
正
に

よ
り
還
付
申
告
の
範
囲
や
年
金
申
告

が
前
年
と
変
わ
っ
て
い
ま
す
の
で
、

ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

１
　
申
告
手
続
き
の
改
正
点

①

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が

四
〇
〇
万
円
以
下
で
、
か
つ
、

そ
の
年
の
年
金
以
外
の
所
得
の

金
額
が
二
〇
万
円
以
下
の
場
合

は
、
確
定
申
告
が
不
要
と
な
り

ま
し
た
（
た
だ
し
、
還
付
金
額

が
あ
る
場
合
は
、
還
付
申
告
が

必
要
で
す
）。

②

所
得
税
の
確
定
申
告
の
義
務

が
あ
る
者
で
も
、
還
付
申
告
と

な
る
場
合
に
は
、
そ
の
年
の
翌

年
の
一
月
一
日
か
ら
提
出
で
き

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

２
　
還
付
申
告
が
で
き
る
期
間

確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
は

な
く
て
も
、
給
与
・
報
酬
の
源
泉
徴

収
税
額
や
予
定
納
税
額
な
ど
が
納
め

過
ぎ
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の

納
め
過
ぎ
に
な
っ
て
い
る
税
額
の
還

付
を
受
け
る
た
め
の
確
定
申
告
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

還
付
申
告
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
年

の
翌
年
一
月
一
日
か
ら
五
年
間
で
す
。

な
お
、
前
年
に
確
定
申
告
を
し
て

納
め
た
税
額
が
、
誤
っ
て
過
大
で
あ

っ
た
場
合
に
は
、
還
付
申
告
で
は
な

く
、「
更
正
の
請
求
」
と
い
う
手
続
き

に
な
り
ま
す
。

更
正
の
請
求
が
で
き
る
期
間
は
、

原
則
と
し
て
確
定
申
告
書
の
提
出
期

限
か
ら
一
年
以
内
で
す
。

３
　
還
付
申
告
の
具
体
例

給
与
所
得
者
は
、
次
の
よ
う
な
場

合
に
還
付
申
告
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

①

年
の
途
中
で
退
職
し
、
年
末

調
整
を
受
け
ず
に
源
泉
徴
収
税

額
が
納
め
過
ぎ
と
な
っ
て
い
る

と
き

②

一
定
の
要
件
の
マ
イ
ホ
ー
ム

の
取
得
な
ど
を
し
て
、
住
宅
ロ

ー
ン
が
あ
る
と
き

③

多
額
の
医
療
費
を
支
出
し
た

と
き

④
　
特
定
の
寄
附
を
し
た
と
き

⑤

配
当
所
得
が
あ
り
、
配
当
控

除
を
受
け
る
と
き

⑥

災
害
や
盗
難
な
ど
で
資
産
に

損
害
を
受
け
た
と
き

⑦

特
定
支
出
控
除
の
適
用
を
受

け
る
と
き

４
　
還
付
申
告
が

で
き
な
い
場
合
の
具
体
例

次
の
所
得
の
場
合
は
、
源
泉
徴
収

さ
れ
た
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
源
泉

分
離
課
税
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

確
定
申
告
に
よ
り
還
付
を
受
け
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

①

銀
行
預
金
な
ど
の
利
子
所
得
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や
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
等

で
一
定
の
も
の

②

特
定
の
金
融
類
似
商
品
か
ら

生
ず
る
所
得

③

特
定
の
割
引
債
の
償
還
差
益

④

懸
賞
金
付
預
貯
金
等
の
懸
賞

金
等

５
　
雑
損
控
除

自
己
又
は
自
己
と
生
計
を
一
に
す

る
配
偶
者
や
そ
の
他
の
親
族
で
総
所

得
金
額
等
が
三
八
万
円
以
下
の
者
の

有
す
る
資
産
に
つ
い
て
災
害
・
盗

難
・
横
領
に
よ
る
損
害
を
受
け
た
場

合
に
は
、
所
得
か
ら
次
の
う
ち
い
ず

れ
か
多
い
金
額
を
控
除
で
き
ま
す
。

①

［
雑
損
控
除
の
対
象
と
な
る

損
失
の
金
額
（
災
害
関
連
支
出

の
金
額
を
含
む
）

受
取
保
険

金
・
損
害
賠
償
金
等
］

損
失
が

生
じ
た
年
分
の
総
所
得
金
額

等
×
一
〇
％

②

災
害
関
連
支
出
の
額
　
五
万
円

※
損
失
の
金
額
は
、
損
失
が
生
じ

た
と
き
の
損
失
を
受
け
た
資
産

の
時
価
を
基
準
と
し
て
計
算
さ

れ
ま
す
。
災
害
関
連
支
出
の
金

額
と
は
、
災
害
に
よ
り
滅
失
し

た
住
宅
、
家
財
な
ど
を
取
壊
し

又
は
除
去
す
る
た
め
に
支
出
し

た
金
額
な
ど
で
す
。

６
　
医
療
費
控
除

a

控
除
対
象
者

本
人
に
限
ら
ず
、
医
療
費
を
支

払
っ
た
時
の
現
況
に
お
い
て
、
生

計
を
一
に
す
る
配
偶
者
そ
の
他
の

親
族
ま
で
含
ま
れ
ま
す
。

s

控
除
金
額

医
療
費
控
除
は
、
所
得
金
額
の

五
％
か
一
〇
万
円
の
い
ず
れ
か
少

な
い
金
額
を
超
え
る
部
分
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

な
お
、
控
除
額
の
上
限
は
二
〇

〇
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

d

控
除
対
象
と
な
る
医
療
費
の
範

囲
主
な
も
の
を
下
表
に
掲
げ
て
い

ま
す
の
で
参
考
に
し
て
下
さ
い
。

f

そ
の
他
の
注
意
点

医
療
費
と
は
、
そ
の
年
中
に
現

実
に
支
払
っ
た
医
療
費
を
い
い
ま

す
。
ま
た
、
支
払
っ
た
医
療
費
に

消
費
税
等
の
額
が
含
ま
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
消
費
税
等
の
額
を
含

め
た
支
払
額
が
医
療
費
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

− −
−
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い
わ
ゆ
る
輸
入
品
（
保
税
地
域
か

ら
引
き
取
ら
れ
る
外
国
貨
物
）
に

は
、
原
則
と
し
て
消
費
税
が
か
か

り
、
納
期
限
の
延
長
の
申
請
等
を
行

わ
な
い
限
り
、
そ
の
輸
入
品
を
引
き

取
る
と
き
ま
で
に
消
費
税
を
納
付
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
輸
入
品
を
引
き
取
る
者

が
消
費
税
の
納
税
義
務
を
負
う
こ
と

に
な
り
、
課
税
事
業
者
、
免
税
事
業

者
に
関
係
な
く
、
個
人
事
業
者
で
な

い
一
般
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
主
婦
で

あ
っ
て
も
、
輸
入
品
を
引
き
取
る
と

き
に
は
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、外
国
貨
物
の
課
税
標
準
は
、

関
税
課
税
価
格
い
わ
ゆ
る
Ｃ
Ｉ
Ｆ
価

格
に
関
税
の
額
並
び
に
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
以
外
の
個
別
消
費
税
に

相
当
す
る
金
額
を
加
算
し
た
額
と
さ

れ
て
お
り
、
関
税
も
消
費
税
の
課
税

対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

マイカー通勤手当、片道通勤距離
15km以上の場合の取扱いが変更

１か月当たりの非課税限度額を超えて
通勤手当を支給する場合には、超える部
分の金額が給与として課税されます。

従業員等がマイカーなどで通勤してい
る場合に非課税となる１か月当たりの限
度額は、片道の通勤距離に応じて定めら
れています（例えば、２km以上10km未
満…4,100円、10km以上15km未満…
6,500円など）。

なお従来は、片道の通勤距離が15km以
上の人が、電車やバスなどを利用して通
勤しているとみなしたときの通勤定期券
１か月当たりの金額が、それぞれの限度
額を超えるときは、その金額が限度額と
なるという取扱いがありましたが、税制
改正により、平成24年１月１日以後に支
給すべき通勤手当については該当しなく
なりましたので、留意が必要です。

新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。

今年の税制改正は、例年の年度改正に加え、社会保障と税の一体改革に伴う

財源問題として、消費税の増税などが審議されることから、その成り行きが注

目されるところです。

財源も含め年金問題が大きな関心を呼んでいる中、昭和37年に創設された適

格退職年金制度が、10年間の経過措置の終了となる本年３月末で廃止されます。

厚生年金基金の運営難や、選択制確定拠出年金が話題を集めるなど、年金制度

も様変わりしています。

年金問題は高齢化に伴うものですが、一方で、高齢化に対応したビジネスが

生まれ、成長するチャンスでもあります。ただし、高齢化イコール介護といっ

た発想ではなく、スマートフォンが高齢者にも興味を持たれているなど、行動

する高齢者を意識した商品・サービスが今後は求められるのではないでしょう

か。発想の転換は、どの業種にも必要なことで、企業の生き残りにもつながっ

てきます。

皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。

輸
入
取
引
の
消
費
税
、
個
人
も
納
税
義
務
者
に
な
る


